
年
度
（
令
和
）

再
商
品
化
が
さ
れ
る
無
色
の
ガ
ラ
ス
製
容
器
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
の
量
の
見
込
み

（
単
位

千
ト
ン
）

八

一
四
四

九

一
四
四

十

一
四
四

十
一

一
四
四

十
二

一
四
四

二

規
則
第
四
条
第
二
号
に
定
め
る
分
別
基
準
適
合
物
（
以
下
「
茶
色
の
ガ
ラ
ス
製
容
器
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
」

と
い
う
。）

１

各
年
度
に
お
い
て
再
商
品
化
が
さ
れ
る
量
の
見
込
み

令
和
八
年
度
か
ら
令
和
十
二
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
再
商
品
化
が
さ
れ
る
茶
色
の
ガ
ラ
ス
製
容
器
に
係

る
分
別
基
準
適
合
物
の
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
年
度
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
見
込
ま

れ
る
。

年
度
（
令
和
）

再
商
品
化
が
さ
れ
る
茶
色
の
ガ
ラ
ス
製
容
器
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
の
量
の
見
込
み

（
単
位

千
ト
ン
）

八

一
五
三

九

一
五
三

十

一
五
三

十
一

一
五
三

十
二

一
五
三

三

規
則
第
四
条
第
三
号
に
定
め
る
分
別
基
準
適
合
物
（
以
下
「
そ
の
他
の
色
の
ガ
ラ
ス
製
容
器
に
係
る
分
別
基
準
適

合
物
」
と
い
う
。）

１

各
年
度
に
お
い
て
再
商
品
化
が
さ
れ
る
量
の
見
込
み

令
和
八
年
度
か
ら
令
和
十
二
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
再
商
品
化
が
さ
れ
る
そ
の
他
の
色
の
ガ
ラ
ス
製
容

器
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
の
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
年
度
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と

見
込
ま
れ
る
。

年
度
（
令
和
）

再
商
品
化
が
さ
れ
る
そ
の
他
の
色
の
ガ
ラ
ス
製
容
器
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
の
量
の

見
込
み
（
単
位

千
ト
ン
）

八

一
八
五

九

一
八
六

十

一
八
八

十
一

一
八
九

十
二

一
九
二

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報
一

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
七
年
大

蔵

省
、
厚

農
林
水
産
省
、
通

生

省
、

商
産
業
省

令
第
一
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。）第
四
条
第
一
号
に
定
め
る
分
別
基
準
適
合
物
（
以
下
「
無
色
の
ガ

ラ
ス
製
容
器
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
」
と
い
う
。）

１

各
年
度
に
お
い
て
再
商
品
化
が
さ
れ
る
量
の
見
込
み

令
和
八
年
度
か
ら
令
和
十
二
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
再
商
品
化
が
さ
れ
る
無
色
の
ガ
ラ
ス
製
容
器
に
係

る
分
別
基
準
適
合
物
の
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
年
度
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
見
込
ま

れ
る
。

２

再
商
品
化
を
す
る
た
め
の
施
設
の
設
置
に
関
す
る
事
項

無
色
の
ガ
ラ
ス
製
容
器
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
を
す
る
た
め
の
施
設
は
、
別
表
第
一
の
所
在
地

の
欄
に
掲
げ
る
都
道
府
県
に
、
令
和
七
年
九
月
三
十
日
現
在
、
設
置
さ
れ
て
い
る
。

３

再
商
品
化
の
具
体
的
方
策
に
関
す
る
事
項

無
色
の
ガ
ラ
ス
製
容
器
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
は
、
カ
レ
ッ
ト
を
得
る
た
め
の
施
設
（
以
下
「
カ
レ
ッ
ト
化

施
設
」
と
い
う
。）に
お
い
て
、
破
砕
、
洗
浄
、
異
物
の
除
去
そ
の
他
の
処
理
を
し
、
カ
レ
ッ
ト
を
得
る
こ
と
に
よ

り
再
商
品
化
が
さ
れ
る
。
当
該
カ
レ
ッ
ト
は
、
ガ
ラ
ス
製
容
器
を
は
じ
め
と
す
る
ガ
ラ
ス
製
品
、
ガ
ラ
ス
繊
維
、

窯
業
製
品
、
土
木
建
築
材
等
の
原
材
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
ほ
か
、
製
品
と
し
て
そ
の
ま
ま
利
用
さ
れ
る
。

４

そ
の
他
再
商
品
化
の
実
施
に
関
し
重
要
な
事
項

無
色
の
ガ
ラ
ス
製
容
器
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
に
よ
り
得
ら
れ
た
物
の
需
要
拡
大
を
推
進
す
る

も
の
と
す
る
。

２

再
商
品
化
を
す
る
た
め
の
施
設
の
設
置
に
関
す
る
事
項

茶
色
の
ガ
ラ
ス
製
容
器
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
を
す
る
た
め
の
施
設
は
、
別
表
第
一
の
所
在
地

の
欄
に
掲
げ
る
都
道
府
県
に
、
令
和
七
年
九
月
三
十
日
現
在
、
設
置
さ
れ
て
い
る
。

３

再
商
品
化
の
具
体
的
方
策
に
関
す
る
事
項

茶
色
の
ガ
ラ
ス
製
容
器
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
は
、
カ
レ
ッ
ト
化
施
設
に
お
い
て
、
破
砕
、
洗
浄
、
異
物
の

除
去
そ
の
他
の
処
理
を
し
、
カ
レ
ッ
ト
を
得
る
こ
と
に
よ
り
再
商
品
化
が
さ
れ
る
。
当
該
カ
レ
ッ
ト
は
、
ガ
ラ
ス

製
容
器
を
は
じ
め
と
す
る
ガ
ラ
ス
製
品
、
ガ
ラ
ス
繊
維
、
窯
業
製
品
、
土
木
建
築
材
等
の
原
材
料
と
し
て
利
用
さ

れ
る
ほ
か
、
製
品
と
し
て
そ
の
ま
ま
利
用
さ
れ
る
。

４

そ
の
他
再
商
品
化
の
実
施
に
関
し
重
要
な
事
項

茶
色
の
ガ
ラ
ス
製
容
器
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
に
よ
り
得
ら
れ
た
物
の
需
要
拡
大
を
推
進
す
る

も
の
と
す
る
。

〇
財

務

省
、
厚
生
労
働
省
、

農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、

環

境

省

告
示
第
十
号

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
七
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
八
年
度
以
降
の
五
年
間
に
つ
い
て
の
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
に
関
す
る
計
画
を

次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
表
し
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

な
お
、
令
和
五
年
財

務

省
、
厚
生
労
働
省
、

農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、

環

境

省

告
示
第
九
号
（
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促

進
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
令
和
五
年
度
以
降
の
五
年
間
に
つ
い
て
の
分
別
基
準
適
合
物
の

再
商
品
化
に
関
す
る
計
画
を
定
め
る
件
）
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

財
務
大
臣

片
山
さ
つ
き

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

経
済
産
業
大
臣

赤
澤

亮
正

環
境
大
臣

石
原

宏
高





四

規
則
第
四
条
第
四
号
に
定
め
る
分
別
基
準
適
合
物
（
以
下「
紙
製
容
器
包
装
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
」と
い
う
。）

１

各
年
度
に
お
い
て
再
商
品
化
が
さ
れ
る
量
の
見
込
み

令
和
八
年
度
か
ら
令
和
十
二
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
再
商
品
化
が
さ
れ
る
紙
製
容
器
包
装
に
係
る
分
別

基
準
適
合
物
の
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
年
度
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
見
込
ま
れ
る
。

年
度
（
令
和
）

再
商
品
化
が
さ
れ
る
紙
製
容
器
包
装
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
の
量
の
見
込
み
（
単
位

千
ト
ン
）

八

三
六
五

九

三
六
五

十

三
六
五

十
一

三
六
五

十
二

三
六
五

五

規
則
第
四
条
第
五
号
に
定
め
る
分
別
基
準
適
合
物
（
以
下「
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
」と
い
う
。）

１

各
年
度
に
お
い
て
再
商
品
化
が
さ
れ
る
量
の
見
込
み

令
和
八
年
度
か
ら
令
和
十
二
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
再
商
品
化
が
さ
れ
る
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
に
係
る
分
別

基
準
適
合
物
の
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
年
度
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
見
込
ま
れ
る
。

年
度
（
令
和
）

再
商
品
化
が
さ
れ
る
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
の
量
の
見
込
み
（
単
位

千
ト
ン
）

八

八
一
三

九

八
一
三

十

八
一
三

十
一

八
一
四

十
二

八
一
四

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報

２

再
商
品
化
を
す
る
た
め
の
施
設
の
設
置
に
関
す
る
事
項

そ
の
他
の
色
の
ガ
ラ
ス
製
容
器
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
を
す
る
た
め
の
施
設
は
、
別
表
第
一
の

所
在
地
の
欄
に
掲
げ
る
都
道
府
県
に
、
令
和
七
年
九
月
三
十
日
現
在
、
設
置
さ
れ
て
い
る
。

３

再
商
品
化
の
具
体
的
方
策
に
関
す
る
事
項

そ
の
他
の
色
の
ガ
ラ
ス
製
容
器
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
は
、
カ
レ
ッ
ト
化
施
設
に
お
い
て
、
破
砕
、
洗
浄
、

異
物
の
除
去
そ
の
他
の
処
理
を
し
、
カ
レ
ッ
ト
を
得
る
こ
と
に
よ
り
再
商
品
化
が
さ
れ
る
。
当
該
カ
レ
ッ
ト
は
、

ガ
ラ
ス
製
容
器
を
は
じ
め
と
す
る
ガ
ラ
ス
製
品
、
ガ
ラ
ス
繊
維
、
窯
業
製
品
、
土
木
建
築
材
等
の
原
材
料
と
し
て

利
用
さ
れ
る
ほ
か
、
製
品
と
し
て
そ
の
ま
ま
利
用
さ
れ
る
。

４

そ
の
他
再
商
品
化
の
実
施
に
関
し
重
要
な
事
項

そ
の
他
の
色
の
ガ
ラ
ス
製
容
器
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
に
よ
り
得
ら
れ
た
物
の
需
要
拡
大
を
推

進
す
る
も
の
と
す
る
。

２

再
商
品
化
を
す
る
た
め
の
施
設
の
設
置
に
関
す
る
事
項

紙
製
容
器
包
装
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
を
す
る
た
め
の
施
設
は
、
別
表
第
二
か
ら
別
表
第
四
ま

で
の
所
在
地
の
欄
に
掲
げ
る
都
道
府
県
に
、
令
和
七
年
九
月
三
十
日
現
在
、
設
置
さ
れ
て
い
る
。

３

再
商
品
化
の
具
体
的
方
策
に
関
す
る
事
項

紙
製
容
器
包
装
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
は
、
次
に
よ
り
再
商
品
化
が
さ
れ
る
。

製
紙
原
料
等
を
得
る
た
め
の
施
設
に
お
い
て
、
異
物
の
除
去
及
び
選
別
を
し
、
製
紙
原
料
等
を
得
る
こ
と
に

よ
り
再
商
品
化
が
さ
れ
る
。
当
該
製
紙
原
料
等
は
、
紙
、
板
紙
又
は
パ
ル
プ
モ
ー
ル
ド
の
原
材
料
と
し
て
利
用

さ
れ
る
。

ま
た
、
当
該
製
紙
原
料
等
を
除
い
た
選
別
後
の
分
別
基
準
適
合
物
に
つ
い
て
は
、
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収

集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
四
百
十
一
号
。
以
下「
令
」と
い
う
。）

第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
燃
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
製
品
（
以
下
「
固
形
燃
料
又
は
フ
ラ
フ
燃
料
」
と
い
う
。）

を
得
る
た
め
の
施
設
に
お
い
て
、
圧
縮
、
破
砕
そ
の
他
の
処
理
を
し
、
固
形
燃
料
又
は
フ
ラ
フ
燃
料
を
得
る
こ

と
に
よ
り
再
商
品
化
が
さ
れ
る
。

古
紙
再
生
ボ
ー
ド
、
溶
鋼
用
鎮
静
剤
、
古
紙
破
砕
解
繊
物
等
を
得
る
た
め
の
施
設
に
お
い
て
、
異
物
の
除
去

及
び
選
別
を
し
た
後
、
古
紙
再
生
ボ
ー
ド
、
溶
鋼
用
鎮
静
剤
、
古
紙
破
砕
解
繊
物
等
の
原
材
料
と
し
て
利
用
で

き
る
選
別
後
の
分
別
基
準
適
合
物
に
つ
い
て
は
、
古
紙
再
生
ボ
ー
ド
、
溶
鋼
用
鎮
静
剤
、
古
紙
破
砕
解
繊
物
等

を
得
る
た
め
の
施
設
に
お
い
て
、
破
砕
、
成
形
加
工
そ
の
他
の
処
理
を
し
、
古
紙
再
生
ボ
ー
ド
、
溶
鋼
用
鎮
静

剤
、
古
紙
破
砕
解
繊
物
等
を
得
る
こ
と
に
よ
り
再
商
品
化
が
さ
れ
る
。

ま
た
、
当
該
古
紙
再
生
ボ
ー
ド
、
溶
鋼
用
鎮
静
剤
、
古
紙
破
砕
解
繊
物
等
の
原
材
料
を
除
い
た
選
別
後
の
分

別
基
準
適
合
物
に
つ
い
て
は
、
固
形
燃
料
又
は
フ
ラ
フ
燃
料
を
得
る
た
め
の
施
設
に
お
い
て
、
圧
縮
、
破
砕
そ

の
他
の
処
理
を
し
、
固
形
燃
料
又
は
フ
ラ
フ
燃
料
を
得
る
こ
と
に
よ
り
再
商
品
化
が
さ
れ
る
。

製
紙
原
料
等
を
得
る
た
め
の
施
設
に
お
い
て
、
異
物
の
除
去
及
び
選
別
を
し
、
製
紙
原
料
等
を
得
る
こ
と
に

よ
り
再
商
品
化
が
さ
れ
る
。
当
該
製
紙
原
料
等
は
、
紙
、
板
紙
又
は
パ
ル
プ
モ
ー
ル
ド
の
原
材
料
と
し
て
利
用

さ
れ
る
。

ま
た
、
当
該
製
紙
原
料
等
を
除
い
た
選
別
後
の
分
別
基
準
適
合
物
の
う
ち
、
古
紙
再
生
ボ
ー
ド
、
溶
鋼
用
鎮

静
剤
、
古
紙
破
砕
解
繊
物
等
の
原
材
料
と
し
て
利
用
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
古
紙
再
生
ボ
ー
ド
、
溶
鋼
用

鎮
静
剤
、
古
紙
破
砕
解
繊
物
等
を
得
る
た
め
の
施
設
に
お
い
て
、
破
砕
、
成
形
加
工
そ
の
他
の
処
理
を
し
、
古

紙
再
生
ボ
ー
ド
、
溶
鋼
用
鎮
静
剤
、
古
紙
破
砕
解
繊
物
等
を
得
る
こ
と
に
よ
り
再
商
品
化
が
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
当
該
古
紙
再
生
ボ
ー
ド
、
溶
鋼
用
鎮
静
剤
、
古
紙
破
砕
解
繊
物
等
の
原
材
料
を
除
い
た
選
別
後
の

分
別
基
準
適
合
物
に
つ
い
て
は
、
固
形
燃
料
又
は
フ
ラ
フ
燃
料
を
得
る
た
め
の
施
設
に
お
い
て
、
圧
縮
、
破
砕

そ
の
他
の
処
理
を
し
、
固
形
燃
料
又
は
フ
ラ
フ
燃
料
を
得
る
こ
と
に
よ
り
再
商
品
化
が
さ
れ
る
。

４

そ
の
他
再
商
品
化
の
実
施
に
関
し
重
要
な
事
項

紙
製
容
器
包
装
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
に
よ
り
得
ら
れ
た
物
の
需
要
拡
大
を
推
進
す
る
も
の
と

す
る
。

２

再
商
品
化
を
す
る
た
め
の
施
設
の
設
置
に
関
す
る
事
項

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
を
す
る
た
め
の
施
設
は
、
別
表
第
五
の
所
在
地
の
欄
に

掲
げ
る
都
道
府
県
に
、
令
和
七
年
九
月
三
十
日
現
在
、
設
置
さ
れ
て
い
る
。

３

再
商
品
化
の
具
体
的
方
策
に
関
す
る
事
項

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
は
、
次
に
よ
り
再
商
品
化
が
さ
れ
る
。

フ
レ
ー
ク
又
は
ペ
レ
ッ
ト
等
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
原
料
を
得
る
た
め
の
施
設
に
お
い
て
、
異
物
の
除
去
、洗
浄
、

破
砕
そ
の
他
の
処
理
を
し
、
フ
レ
ー
ク
又
は
ペ
レ
ッ
ト
等
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
原
料
を
得
る
こ
と
に
よ
り
再
商
品

化
が
さ
れ
る
。
当
該
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
原
料
は
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
、
繊
維
製
品
等
の
原
材
料
と
し
て
利
用
さ

れ
る
。





六

規
則
第
四
条
第
六
号
に
定
め
る
分
別
基
準
適
合
物
（
以
下
「
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装
に
係
る
分
別
基
準
適
合

物
」
と
い
う
。）

１

各
年
度
に
お
い
て
再
商
品
化
が
さ
れ
る
量
の
見
込
み

令
和
八
年
度
か
ら
令
和
十
二
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
再
商
品
化
が
さ
れ
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装

に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
の
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
年
度
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
見

込
ま
れ
る
。

年
度
（
令
和
）

再
商
品
化
が
さ
れ
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
の
量
の
見

込
み
（
単
位

千
ト
ン
）

八

一
、
三
九
七

九

一
、
四
六
五

十

一
、
四
九
三

十
一

一
、
四
八
五

十
二

一
、
四
八
一

別
表
第
一所

在

地

施

設

の

種

別

北
海
道
（
五
か
所
）

カ
レ
ッ
ト
化
施
設

青
森
県

岩
手
県

山
形
県

福
島
県
（
二
か
所
）

茨
城
県
（
二
か
所
）

群
馬
県

埼
玉
県
（
三
か
所
）

千
葉
県
（
二
か
所
）

東
京
都

神
奈
川
県
（
三
か
所
）

新
潟
県

富
山
県

山
梨
県

長
野
県

岐
阜
県

静
岡
県

愛
知
県
（
二
か
所
）

三
重
県

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
等
の
原
料
と
な
る
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
原
料
（
ビ
ス（
二

ヒ
ド
ロ
キ
シ
エ
チ
ル
）テ
レ
フ
タ
レ
ー

ト
、
テ
レ
フ
タ
ル
酸
ジ
メ
チ
ル
、
テ
レ
フ
タ
ル
酸
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
得
る
た
め
の
施
設
に
お
い
て
、

異
物
の
除
去
、
洗
浄
、
破
砕
、
解
重
合
、
精
製
、
重
合
そ
の
他
の
処
理
を
し
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
等
の
原
料
と
な

る
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
原
料
を
得
る
こ
と
に
よ
り
再
商
品
化
が
さ
れ
る
。
当
該
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
原
料
は
、
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
そ
の
他
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
、
繊
維
製
品
等
の
原
材
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
。

４

そ
の
他
再
商
品
化
の
実
施
に
関
し
重
要
な
事
項

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
に
よ
り
得
ら
れ
た
物
の
需
要
拡
大
を
推
進
す
る
も
の
と

す
る
。

２

再
商
品
化
を
す
る
た
め
の
施
設
の
設
置
に
関
す
る
事
項

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
を
す
る
た
め
の
施
設
は
、
別
表
第
六
か
ら

別
表
第
十
一
ま
で
の
所
在
地
の
欄
に
掲
げ
る
都
道
府
県
に
、
令
和
七
年
九
月
三
十
日
現
在
、
設
置
さ
れ
て
い
る
。

３

再
商
品
化
の
具
体
的
方
策
に
関
す
る
事
項

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
は
、
次
に
よ
り
再
商
品
化
が
さ
れ
る
。

減
容
顆か

粒
品
又
は
イ
ン
ゴ
ッ
ト
を
得
る
た
め
の
施
設
に
お
い
て
、
白
色
の
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
製
食
品
用
ト
レ

イ
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
に
対
し
、
異
物
の
除
去
、破
砕
そ
の
他
の
処
理
を
し
、減
容
顆か

粒
品
又
は
イ
ン
ゴ
ッ

ト
を
得
る
こ
と
に
よ
り
再
商
品
化
が
さ
れ
る
。
当
該
減
容
顆か

粒
品
及
び
イ
ン
ゴ
ッ
ト
は
、
ペ
レ
ッ
ト
を
得
る
た

め
に
利
用
さ
れ
、
当
該
ペ
レ
ッ
ト
は
、
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
製
食
品
用
ト
レ
イ
そ
の
他
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
等

の
原
材
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
。

減
容
顆か

粒
品
又
は
イ
ン
ゴ
ッ
ト
を
得
る
こ
と
な
く
ペ
レ
ッ
ト
を
得
る
た
め
の
施
設
に
お
い
て
、
白
色
の
発
泡

ス
チ
ロ
ー
ル
製
食
品
用
ト
レ
イ
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
に
対
し
、
異
物
の
除
去
、破
砕
そ
の
他
の
処
理
を
し
、

減
容
顆か

粒
品
又
は
イ
ン
ゴ
ッ
ト
を
得
る
こ
と
な
く
ペ
レ
ッ
ト
を
得
る
こ
と
に
よ
り
再
商
品
化
が
さ
れ
る
。
当
該

ペ
レ
ッ
ト
は
、
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
製
食
品
用
ト
レ
イ
そ
の
他
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
等
の
原
材
料
と
し
て
利
用

さ
れ
る
。

ペ
レ
ッ
ト
等
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
原
料
を
得
る
た
め
の
施
設
に
お
い
て
、
異
物
の
除
去
、
洗
浄
、
破
砕
そ
の
他

の
処
理
を
し
、
ペ
レ
ッ
ト
等
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
原
料
を
得
る
こ
と
に
よ
り
再
商
品
化
が
さ
れ
る
。
当
該
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
原
料
は
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
等
の
原
材
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
。

高
炉
で
用
い
る
還
元
剤
を
得
る
た
め
の
施
設
に
お
い
て
、
異
物
の
除
去
、
破
砕
、
脱
塩
素
、
検
査
、
分
級
そ

の
他
の
処
理
を
し
、
高
炉
で
用
い
る
還
元
剤
を
得
る
こ
と
に
よ
り
再
商
品
化
が
さ
れ
る
。
当
該
還
元
剤
は
、
高

炉
に
お
い
て
鉄
鉱
石
を
還
元
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
る
。

コ
ー
ク
ス
炉
で
用
い
る
原
料
炭
の
代
替
物
を
得
る
た
め
の
施
設
に
お
い
て
、
異
物
の
除
去
、
破
砕
、脱
塩
素
、

検
査
、
分
級
そ
の
他
の
処
理
を
し
、
コ
ー
ク
ス
炉
で
用
い
る
原
料
炭
の
代
替
物
を
得
る
こ
と
に
よ
り
再
商
品
化

が
さ
れ
る
。
当
該
原
料
炭
の
代
替
物
は
、
コ
ー
ク
ス
炉
に
お
い
て
コ
ー
ク
ス
、
炭
化
水
素
油
並
び
に
水
素
及
び

一
酸
化
炭
素
を
主
成
分
と
す
る
ガ
ス
の
原
材
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
。

炭
化
水
素
油
を
得
る
た
め
の
施
設
に
お
い
て
、
異
物
の
除
去
、
破
砕
、
脱
塩
素
、
熱
分
解
、
精
製
そ
の
他
の

処
理
を
し
、
炭
化
水
素
油
を
得
る
こ
と
に
よ
り
再
商
品
化
が
さ
れ
る
。
当
該
炭
化
水
素
油
は
、
化
学
工
業
等
に

お
い
て
原
材
料
又
は
燃
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
。

水
素
及
び
一
酸
化
炭
素
を
主
成
分
と
す
る
ガ
ス
を
得
る
た
め
の
施
設
に
お
い
て
、
異
物
の
除
去
、
破
砕
、
熱

分
解
、
改
質
、
精
製
そ
の
他
の
処
理
を
し
、
水
素
及
び
一
酸
化
炭
素
を
主
成
分
と
す
る
ガ
ス
を
得
る
こ
と
に
よ

り
再
商
品
化
が
さ
れ
る
。
当
該
ガ
ス
は
、
化
学
工
業
等
に
お
い
て
原
材
料
又
は
燃
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
。

令
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
燃
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
製
品
を
得
る
た
め
の
施
設
に
お
い
て
、異
物
の
除
去
、

圧
縮
、
破
砕
そ
の
他
の
処
理
を
し
、
当
該
製
品
を
得
る
こ
と
に
よ
り
再
商
品
化
が
さ
れ
る
。

４

そ
の
他
再
商
品
化
の
実
施
に
関
し
重
要
な
事
項

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
に
よ
り
得
ら
れ
た
物
の
需
要
拡
大
を
推
進

す
る
も
の
と
す
る
。





滋
賀
県

大
阪
府
（
四
か
所
）

兵
庫
県
（
四
か
所
）

岡
山
県

広
島
県

山
口
県

徳
島
県

愛
媛
県
（
二
か
所
）

高
知
県

福
岡
県
（
五
か
所
）

長
崎
県

熊
本
県

宮
崎
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県
（
三
か
所
）

別
表
第
二所

在

地

施

設

の

種

別

北
海
道
（
八
か
所
）

製
紙
原
料
等
を
得
る
た
め
の
施
設
又
は
古
紙
再
生
ボ
ー
ド
、
溶
鋼
用
鎮
静
剤
、

古
紙
破
砕
解
繊
物
等
を
得
る
た
め
の
施
設

青
森
県

宮
城
県
（
二
か
所
）

埼
玉
県
（
三
か
所
）

千
葉
県
（
三
か
所
）

東
京
都
（
三
か
所
）

神
奈
川
県
（
三
か
所
）

新
潟
県

富
山
県
（
四
か
所
）

石
川
県

岐
阜
県
（
二
か
所
）

愛
知
県
（
五
か
所
）

三
重
県

大
阪
府

広
島
県

山
口
県

佐
賀
県

長
崎
県
（
三
か
所
）

熊
本
県

鹿
児
島
県

別
表
第
三所

在

地

施

設

の

種

別

北
海
道
（
四
か
所
）

固
形
燃
料
を
得
る
た
め
の
施
設

岩
手
県

宮
城
県

茨
城
県
（
二
か
所
）

埼
玉
県

神
奈
川
県
（
二
か
所
）

新
潟
県

三
重
県

大
阪
府

広
島
県

熊
本
県
（
二
か
所
）

別
表
第
四所

在

地

施

設

の

種

別

北
海
道

古
紙
破
砕
解
繊
物
を
得
る
た
め
の
施
設

別
表
第
五所

在

地

施

設

の

種

別

北
海
道
（
三
か
所
）

フ
レ
ー
ク
又
は
ペ
レ
ッ
ト
等
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
原
料
を
得
る
た
め
の
施
設

青
森
県

岩
手
県

宮
城
県
（
四
か
所
）

福
島
県
（
二
か
所
）

茨
城
県
（
三
か
所
）

栃
木
県

埼
玉
県
（
三
か
所
）

千
葉
県
（
三
か
所
）

東
京
都
（
三
か
所
）

神
奈
川
県

富
山
県

石
川
県

長
野
県
（
二
か
所
）

岐
阜
県

愛
知
県

三
重
県
（
二
か
所
）

大
阪
府

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報



兵
庫
県

岡
山
県

広
島
県
（
二
か
所
）

福
岡
県
（
二
か
所
）

佐
賀
県

熊
本
県
（
三
か
所
）

宮
崎
県

沖
縄
県
（
二
か
所
）

別
表
第
六所

在

地

施

設

の

種

別

北
海
道

減
容
顆か

粒
品
若
し
く
は
イ
ン
ゴ
ッ
ト
を
得
る
た
め
の
施
設
又
は
減
容
顆か

粒
品
若

し
く
は
イ
ン
ゴ
ッ
ト
を
得
る
こ
と
な
く
ペ
レ
ッ
ト
を
得
る
た
め
の
施
設

山
形
県

茨
城
県

東
京
都

新
潟
県

岐
阜
県

兵
庫
県

広
島
県

佐
賀
県

別
表
第
七所

在

地

施

設

の

種

別

北
海
道
（
二
か
所
）

ペ
レ
ッ
ト
等
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
原
料
を
得
る
た
め
の
施
設

青
森
県

宮
城
県

秋
田
県
（
三
か
所
）

福
島
県
（
二
か
所
）

茨
城
県

埼
玉
県

千
葉
県
（
三
か
所
）

東
京
都

神
奈
川
県
（
二
か
所
）

新
潟
県

富
山
県

福
井
県

長
野
県

岐
阜
県
（
二
か
所
）

静
岡
県

愛
知
県

三
重
県

滋
賀
県

大
阪
府
（
五
か
所
）

鳥
取
県

広
島
県
（
三
か
所
）

山
口
県

徳
島
県
（
二
か
所
）

香
川
県

高
知
県

熊
本
県

別
表
第
八所

在

地

施

設

の

種

別

広
島
県

高
炉
で
用
い
る
還
元
剤
を
得
る
た
め
の
施
設

別
表
第
九所

在

地

施

設

の

種

別

北
海
道

コ
ー
ク
ス
炉
で
用
い
る
原
料
炭
の
代
替
物
を
得
る
た
め
の
施
設

千
葉
県

神
奈
川
県
（
二
か
所
）

愛
知
県

福
岡
県

大
分
県

別
表
第
十所

在

地

施

設

の

種

別

神
奈
川
県

水
素
及
び
一
酸
化
炭
素
を
主
成
分
と
す
る
ガ
ス
を
得
る
た
め
の
施
設

別
表
第
十
一所

在

地

施

設

の

種

別

茨
城
県

令
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
燃
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
製
品
を
得
る
た
め
の
施

設

埼
玉
県

東
京
都

新
潟
県

三
重
県

熊
本
県

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 


